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盛土規制法に基づく規制区域（案）を公開しました

「NAGASAKI URBAN DESIGN SINCE2000」の
電子版を公開しました！

　盛土規制法（正式名称：宅地造成及び特定盛土等規制法）に基づき、令和7年5月
23日に長崎県全域を新たに規制区域に指定します。規制区域においては、一定規模以
上の盛土等の工事を行う際は、事前に許可等の手続きが必要となります。
　規制区域（案）は、下記ホームページにて公開しています。

長崎県庁　アーバンデザイン…冊子　表紙 4－ 1　CMYK　稲　木 背 11 mm

https://www.pref.nagasaki.jp/section/morido/ スマホから

スマホから

　本県では平成12年より「環長崎港地域アーバンデザインシステム」を構築し、世界に誇
れる美しく魅力ある「港まち」の創造に取り組んできました。本システムは、長崎港周辺の
県の開発事業において、アーバンデザイン専門家の方々から高度な専門性と広範な見識
に基づくアドバイスをいただき、質の高いデザインの実現を目指す仕組みです。
　これまで24年の間に26の施
設のデザイン調整を行い、長崎
港周辺に、美しい景観を生み出し
てきました。
　この度、アーバンデザインシス
テムのこれまでの歩みと成果を、
携わられた関係者の方々へのイ
ンタビューを交えながら詳しく
紹介した「NAGASAKI URBAN 
DESIGN SINCE2000」を作成
し、電子版を公開しました。
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長崎の未来をツクる『建設業の魅力』
県内企業で活躍する先輩たちのインタビュー記事やPR動画など、
建設業の魅力を発信しています。


